
子 ・子育 支援法（抄） 

 

(市町村子 ・子育 支援事業計画) 

第61条 市町村 、基本指針 即 、５年を一期 教育・保育及び地 子 ・子

育 支援事業 提供体制 保そ 他 法律 基 く業務 円滑 実施 関 計画

(以下「市町村子 ・子育 支援事業計画」 いう。)を定 。 

２ 市町村子 ・子育 支援事業計画 い 、次 掲 事項を定 。 

(1) 市町村 、地理的条件、人口、交通事情そ 他 社会的条件、教育・保育を提供   

た 施設 整備 状況そ 他 条件を総合的 勘案 定 区 (以下  

「教育・保育提供区 」 いう。) 当該教育・保育提供区 各年度   

特定教育・保育施設 係 必要利用定員総数(第19条第１項各号 掲 小学校就学前

子 区分 必要利用定員総数 。)、特定地 型保育事業所(事業所内  

保育事業所 労働者等 監護 小学校就学前子 係 部分を除く。)  

係 必要利用定員総数(同項第三号 掲 小学校就学前子 係 限 。)

そ 他 教育・保育 量 見込 並び 実施 う 教育・保育 提供体制   

保 内容及びそ 実施時期 

(2) 教育・保育提供区 当該教育・保育提供区 各年度 地 子 ・

子育 支援事業 量 見込 並び 実施 う 地 子 ・子育 支援事業

提供体制 保 内容及びそ 実施時期 

(3) 子 ・子育 支援給付 係 教育・保育 一体的提供及び当該教育・保育 推進

関 体制 保 内容 

３ 市町村子 ・子育 支援事業計画 い 、前項各号 規定 ほ 、次

掲 事項 い 定 う努 。 

(1) 産後 休業及び育児休業後 特定教育・保育施設等 円滑 利用 保  

関 事項 

(2) 保護を要 子 養育環境 整備、児童福祉法第４条第２項 規定 障害児

対 行わ 保護並び 日常生活上 指導及び知識技能 付与そ 他 子

関 専門的 知識及び技術を要 支援 関 都道府県 行う施策 連携  

関 事項 

(3) 労働者 職業生活 家庭生活 両立 図 う た 必要 雇用環境

整備 関 施策 連携 関 事項 

４ 市町村子 ・子育 支援事業計画 、教育・保育提供区 子 数、   

子 保護者 特定教育・保育施設等及び地 子 ・子育 支援事業 利用    

関 意向そ 他 事情を勘案 作成 い。 

５ 市町村 、教育・保育提供区 子 及びそ 保護者 置 い 環境  

そ 他 事情を正 把握 た上 、 事情を勘案 、市町村子 ・子育

支援事業計画を作成 う努 。 

６ 市町村子 ・子育 支援事業計画 、社会福祉法第107条 規定 市町村地 福祉

計画、教育基本法第17条第２項 規定 市町村 定 教育 振興 た 施策

関 基本的 計画(次条第４項 い 「教育振興基本計画」 いう。)そ 他 法律

規定 計画 あ 子 福祉又 教育 関 事項を定 調和  



保た た い。 

７ 市町村 、市町村子 ・子育 支援事業計画を定 、又 変更 う 、

あ 、第77条第１項 審議会そ 他 合議制 機関を設置 い 場合 あ

そ 意見を、そ 他 場合 あ 子 保護者そ 他子 ・子育 支援   

係 当事者 意見を聴 い。 

８ 市町村 、市町村子 ・子育 支援事業計画を定 、又 変更 う 、

あ 、インタるネット 利用そ 他 内閣府令 定 方法 広く住民  

意見を求 そ 他 住民 意見を反映 た 必要 措置を講 う 

努 。 

９ 市町村 、市町村子 ・子育 支援事業計画を定 、又 変更 う 、

あ 、都道府県 協議 い。 

10 市町村 、市町村子 ・子育 支援事業計画を定 、又 変更 た 、遅滞   

く、 を都道府県知事 提出 い。 

 

(市町村等 合議制 機関) 

第77条 市町村 、条例 定 、次 掲 事務を処理 た 、審議会

そ 他 合議制 機関を置く う努 。 

(1) 特定教育・保育施設 利用定員 設定 関 、第31条第２項 規定 事項を処理

。 

(2) 特定地 型保育事業 利用定員 設定 関 、第43条第３項 規定 事項を処理 

。 

(3) 市町村子 ・子育 支援事業計画 関 、第61条第７項 規定 事項を処理  

。 

(4) 当該市町村 子 ・子育 支援 関 施策 総合的 計画的 推進

関 必要 事項及び当該施策 実施状況を調査審議 。 

２ 前項 合議制 機関 、同項各号 掲 事務を処理 当た 、地 子

及び子育 家庭 実情を十分 踏 え い。 

３ 前２項 定 ほ 、第１項 合議制 機関 組織及び運営 関 必要 事項

、市町村 条例 定 。 


